
・外環の早期整備とともに、将来青梅ＩＣをフルＩＣ
にすることを強く望む。

・現在の都市計画案での早期整備を望む。

・昭和６０年に回答した２１項目の意見の中で、
「関越自動車道の広域的分散を図ること」につい
ては改善されておらず、「位置と構造の再検討」
については地下化になったことでよしとするのは
無責任すぎる。

１　都市計画変更案に対する区の考え方について

区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

外環の都市計画変更案に関する練馬区意見（素案）に対する
区民等からの意見の概要および区の見解について

１．意見の聴取結果について
　　外かく環状道路の都市計画変更案に関する練馬区の意見（素案）について、以
　下の方法により意見を求めたところ、のべ１８５名（意見数３９４件）から意見が
　あった。
　（１）パブリックコメント（ホームページ　11/21より掲載、区報　12/1号に掲載）
　　　・実施期間　平成18年11月21日（火）～12月11日（月）
　　　・提出者人数　１５７名
　　　　　郵送 12名、ＦＡＸ 66名、電子メール 7名、直接提出 67名、その他 5名
　（２）説明会
　　　・平成18年12月6日（水）　区立上石神井中学校
　　　　　参加人数　64名　　発言者数　15名
　　　・平成18年12月7日（木）　区立石神井中学校
　　　　　参加人数　23名　　発言者数　　6名
　　　・平成18年12月8日（金）　区立泉新小学校
　　　　　参加人数　21名　　発言者数　　7名

２．意見の概要と区の見解・意見（案）への反映について

　（１）本線　<１３>

　大深度地下利用による早期
整備を求めてまいります。青梅
街道ＩＣのフル化については、
将来に向けて引き続き要請し
てまいります。

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

・外環そのものに反対である。

・早期延伸を強く望む。

〇　Ｐ１～３

・位置について変えられないことを追加してほし
い。

　関越自動車道の広域的分散
については、国道１６号の整備
など改善されている部分があ
ると認識しておりますが、引き
続き要望を行います。
　位置の再検討については、
地下化により改善されたと認
識しております。

　区では区内の交通問題の抜
本的な解消のため、早期整備
が必要と考えます。・ＰＩ会議でも継続中で結論が出ていないことから

も変更案は認められない。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

　外環の２については、今回の
都市計画変更の対象となって
おらず、今後、東京都により十
分な検討が行われると認識
し、区としても検討してまいりま
す。

　換気塔の建設については、ト
ンネル内及び出入口部の換気
対策として計画されています
が、そこからの排気による周辺
地域への影響については環境
影響評価の結果からは、環境
基準を満たすとの予測・評価
が示されております。国、都に
対して引き続き技術検討を行
い、新技術の採用などの対応
を求めていきます。また、換気
所を必要としない技術開発等
に努めることを求めます。

青梅街道インターチェンジと換気塔の建設及び
「外環の２」の推進に強く反対。練馬区の意見素
案に反対。

　（２）ジャンクション（ＪＣＴ）およびインターチェンジ（ＩＣ）　<１４９>

　青梅街道ＩＣを設置すること
は、区内通過交通の排除、大
泉周辺の交通渋滞の解消の
ために必要と考えます。懸念と
される事項については、条件
を付し、結果について検証を
行ってまいります。

・杉並区が青梅街道ＩＣの設置を「児童等への心
身生活面の危惧」と「児童の生命、生活への深
刻な影響がある」という理由で設置しない方針を
出していることから、同一地域である練馬区民に
も同様の危惧が予想される。
・青梅街道ＩＣの設置を大泉地区の大気汚染など
の対策とするならば、この地区にも深刻な健康
被害が懸念されることを調査研究すべきである。
・区民の「生命と生活」の安全に重大な影響が懸
念される事項なので、結論を急がないでほしい。
・独自調査をした杉並区が反対を示しているにも
かかわらず、調査をしていない練馬区がフルＩＣ
を要望するのは、非常識である。

　現時点においては、本線の
南伸が喫緊の課題であること
などから、今回の変更案を受
け入れることとします。今後も
フルＩＣへの検討を要請してま
いります。

　現状において、ＩＣ周辺への
影響については、環境影響評
価の結果から、影響は少ない
との結果が示されております。
しかし、区民の生命と生活の
安全を重要視する立場からＩＣ
周辺の対応については、多く
の条件を付し、今回の変更案
に同意するものであります。同
様の視点から大泉周辺の通過
交通の排除などの課題を踏ま
え、区全体における問題解決
の中で今回の判断を行ったも
のであります。
フルＩＣの要望については、十
分な条件整備のもとでの整備
を要望するものであります。

○Ｐ２　１（２）
・青梅街道ＩＣは、将来を見据えると、その利便性
は計り知れず、地域住民に対して十分な補償を
行い、フルＩＣで進めるべきである。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

　料金所での待機や坂道での
加速に伴う排気ガスは多くなる
ことが懸念されます。環境施設
帯の設置などの対応により、
将来予測では、環境基準を下
回るものと見込んでいますが、
今後も状況に応じた調査・検
討を求めてまいります。

　青梅街道ＩＣを設置すること
は、外環本来の機能発揮、大
泉周辺の交通渋滞の解消の
ために必要と考えます。また
ハーフＩＣでも区内における交
通諸問題の緩和に一定の効
果が認められることなどから
ハーフＩＣを受け入れることとし
ました。懸念とされる事項につ
いては、条件を付し、結果につ
いて検証を行っていくとともに
将来に向けてフルＩＣを要請し
てまいります。

・練馬区民のためには東名方向へのＩＣに変更を
望む。

　練馬ＩＣからの交通処理対策
として、首都高速１０号線につ
いて実現に向けた調査・研究
を要望してまいります。

　東名方向を含めたＩＣの設置
を望むが、今回の変更案の区
域内において東名方向への設
置は難しく、今回の案が区内
の通過交通の排除に資するこ
とから、現時点では、今回の変
更案を受け入れ、引き続きフ
ルＩＣの検討を要請いたしま
す。

・地域住民の大きな犠牲の基に青梅街道ハーフＩ
Ｃを設置することは大きな問題があると思われる
ため、意見策定にあたり慎重に審議することを要
望する。

・地元の大部分が反対の青梅街道ＩＣをつくるの
はおかしい。

・多数の住民を犠牲にしてハーフＩＣを造るべきで
はない。

・フルＩＣを要望するのではなく、ＩＣ廃止を要望す
べき。

・ハーフＩＣでは反対。

・外環本線は必要だが、ハーフの青梅街道ＩＣは
不必要である。

・環境宣言をしていながら、ＩＣを造るのはおかし
い。

・国等の借金が巨額になっている中、ＩＣに１千億
円かけることに疑問であり、ＩＣ設置をやめＪＣＴ
のみとし、排ガス浄化装置や防音装置の建設を
要望する。

・ＪＣＴ、ＩＣ周辺の交通対策を要求するのであれ
ば、練馬ＩＣから幹線道路へ流入する車の対策を
今すぐ求めるべき。

・料金所や坂道部分では排気ガスがまん延す
る。大泉地区は最悪の生活環境になる。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

　賛否様々な意見があることを
明記しました。

　シールド工法は、施工時にお
ける密閉性が高く、周辺地盤
を崩さずに施工できることか
ら、開削工法に比べ影響を小
さくできると認識しております。

　練馬区を含む関係６区市に
ついては外環の必要性につい
て、一定の評価を行っているも
のと認識しています。今後も沿
線区市間の連携を深め、意見
交換などを行ってまいります。

　各段階において、適正な措
置が講じられているかを検証
するための組織の設置を求
め、その中で必要な対応を
行ってまいります。

　区内全体を対象としたアン
ケートであり、結果も信頼性の
あるものと捉えております。

・区の意見書には「地元の反対」についての文言
を入れること。

・アンケート結果にある「外環について知っている
～知らなかった」の回答の「外環に賛成～わから
ない」の割合はそれぞれ何％か。

・住民意見を分類、整理した結果の賛否内訳を
求める（都民の意見を聴く会、地域ＰＩなど）。

　（３）その他　<２６>

　地域ＰＩなどにおける賛否内
訳については、区として整理は
しておりません。

◎　Ｐ２　１（２）
・青梅街道ＩＣや地上部街路について反対意見が
あることを追加してほしい。

　意見概要と見解を公表しま
す。

・意見書の件数内容を公開すること。

・アンケートの取り方に問題があり、すべてのや
り直しを求める。

・「シールドトンネルの採用により影響を小さくで
きる」ことの根拠は何か。

　すべてのクロス集計は行って
おりません。

・アンケート説明資料の中の移転棟数は、外環
の２の分が入っておらず、誤った情報である。

　説明資料については、国か
ら示されたデータを基に必要
な情報をお示ししてあると認識
しております。

・区のアンケート調査方法に疑問がある。

・アンケートは練馬区人口のうち４，２１４人に聞
いたに過ぎず、幅広く聞いたといえるのか。

　アンケートの結果は統計的
に区民全体の意向を示すもの
であります。

外環の２は今回の変更案に
入っておらず、そのことを明記
した上で、アンケートを行って
いるので、誤った情報ではあり
ません。

・アンケート説明資料の「外環本線が地下を通
り、地上部の影響がなくなる」、「交通事故の減少
による経済効果」、「大泉ＩＣ周辺の交通渋滞が緩
和する」、「区部西部地域における車の流れが円
滑になり、生活道路の事故も減少」、「通過車両
が防げる」については認められない。

・他の自治体がすべて反対しているのに練馬区
が賛成するのはおかしい。

・杉並区が反対しているため青梅街道ＩＣに反対
する。
・原点に戻って考え直し、杉並区とよく話し合って
結論を一本化してほしい。

・付帯事項が達成されなかった際にはＩＣをつくら
せないなどにできないか。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

ア
・「地域分断への対応」や「地下水やみどりな
どへの対応」の具体的な対応は何か。

・更なる大気汚染や地域分断に繋がる。

イ ・車の排ガスが地球温暖化を招く。

・青梅街道の有害物質は既に基準値を超え
ている。

・ＩＣ設置により、ガンや喘息患者が激増する
のではないか。

・ＩＣ等の設置より、住民や子供にとって劣悪
な環境ができてしまう。

・騒音・排気ガスなど深刻な環境破壊をもたら
す。

・ＩＣを設置する地域の健康被害に関する調査
を行うべき。

・現状と比べて、どれだけの被害があるのか
を検討すべき。

・生活環境に与えるデメリットが極めて大き
い。

・ＩＣ設置により、交通渋滞や大気汚染が本当
に緩和するのか。

・住民が必要以上に車を使用しないようにさ
せることができないか。

・諸問題に対し、十分な検証が得られるまで
は事業を進めるべきではない。

・莫大な投資を行うのでもっとちゃんと分析し
てほしい。

・大泉周辺生活道路の交通の実態調査をした
のか。

・三原台中に測定室の設置を求める。 ◎　Ｐ３　２（１）（エ）

・三原台の住民は生活道路への車の流入を
10年間我慢してきたことを追加してほしい。

◎　Ｐ２　１（２）

　環境影響評価は大深度に位
置するトンネル構造について、
予測評価を実施しており「大深
度地下の公共的使用における
環境の保全に係わる指針」を
踏まえて、適切に実施している
と認識しております。

２　付する条件項目

　細部にわたる調査は行って
おりませんが、主要道路交通
量などについては把握してお
ります。
　必要な測定装置の設置を求
めます。

　地域分断が起こる場所につ
いては、具体的な分断対策を
示すとともに、十分な説明と柔
軟な対応を求め、まちづくりへ
の積極的な対応を求めてまい
ります。

　現状について記載しました。

　（１）生活環境について　<８８>

　排気ガス、騒音などについて
は、環境影響評価の結果から
は、環境基準を満たすとの予
測・評価が示されております
が、状況に応じた調査と十分
な監視体制の整備を求め、適
正な措置が講じられているか
を検証する組織の設置を求め
ていきます。今回の環境影響
評価は法などに基づき環境基
準等の諸指標を評価の指標と
して用い、適切に実施してお
り、周辺地域の現状の数値に
ついても、その中で示されてお
ります。また事業者により、事
後調査を実施し、評価値の検
証が行われ予測値と実測地が
大きく異なるときには、都から
の改善要請や許認可権者から
の指導が行われます。また、
換気所を必要としない技術開
発等に努めることも求めてまい
ります。

・大深度法を適用し、アセスをやり直すべきであ
る。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

・練馬区の小中学生の気管支ぜん息及び公
害疾患者の実態から供用された場合、ぜん
息児童及び住民が急激に増加することが予
想される。

・練馬区は23区内で喘息患者数が2番目に多
い。

ウ ・換気塔による大気汚染が気になる。

・換気塔から出る汚染物質を薄めるため、複
数換気塔を設置できないか。

・換気塔に採用する有害物質除去のための
新技術についても明確ではない。

・換気塔をＩＣ付近ではなく、離れたところに設
置できないか。

・換気塔による大気汚染問題は技術的に解
明されていないのではないか。

・換気塔ができたら住めない地域になる。

・現在除去不可能なナノ単位の大気汚染物
質が排出されることが不安。

・換気塔からどのような物質が出るのか説明
していない。

・換気塔により環境が悪化した場合、なんら
かの補償をするのか。

・ＩＣや排気塔から出る有害物質により自然が
減ってしまうのではないか。

・大泉ＪＣＴの排気風量が他のＪＣＴと比べ多
い。

◎　Ｐ３　（１）（ウ）　

　排気塔の場所や数等につい
ては、大深度トンネル技術検
討委員会などにおいて検討が
行われております。ナノ粒子に
ついては、現在研究段階であ
ります。また換気所からの排
気、騒音などについては、環境
影響評価の結果からは、環境
基準を満たすとの予測・評価
が示されておりますが、新技
術も視野に入れた積極的な対
応を求めていきます。さらに、
状況に応じた調査と十分な監
視体制の整備を求め、適正な
措置が講じられているかを検
証する組織の設置を求めてい
きます。また、換気所を必要と
しない技術開発等に努めるこ
とも求めてまいります。

各ＪＣＴの排気風量について
は環境影響評価の中では他
のＪＣＴと比較して大泉ＪＣＴの
数値が多くなっておりますが、
換気所からの排気、騒音など
については、環境影響評価の
結果からは、環境基準を満た
すとの予測・評価が示されてお
ります。

　環境影響評価では、NOxやＳ
ＰＭの数値は環境基準に収ま
るため、地域への影響は少な
いとしています。しかし、引き続
き技術検討を行うとともに、新
技術の採用も視野に入れた対
応を求めていきます。なお、現
状における区内の大気汚染に
係る健康障害者の認定患者数
の区民に対する割合は、他区
に比較して、高いものとはなっ
ておりません。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

・換気塔による大気汚染問題は技術的に解
明されていないと感じる。技術的に解明され
た後問題が残る場合は、計画変更する旨の
確約を取るべきであると考える。

エ
・環境の監視体制の確保とはどのようなこと
か。

・環境基準を超えた場合は事業の中止するこ
とを盛り込むべき。

・練馬区長は今後起きる悪影響に全責任を負
う覚悟があるのか。

・環境が著しく悪化した場合、区はどう責任を
取るのか。

ア
・八の釜の湧水については極力迂回他の対
策を検討してほしい。

・八の釜の湧水に現状以上の代替措置など
ありえるのか。

・八の釜の重要性を認識してほしい。

・むやみに消すのではなく、何とか残す方法
がないか。

・緩衝帯での八の釜の代替や水道水での復
元は納得できない。

・八の釜の湧き水は区が対案を示すべきであ
る。

・八の釜の消失を知らせていない。

・専門家による調査・検討、大泉ＩＣから大深
度による外環の着工を求める。

・貴重な自然（八の釜、石神井公園、善福寺
公園）を破壊する危険性が高い。

・自然を破壊し、土木・利便性優先にすべきで
ない。

・青梅街道のケヤキ並木が伐採される。

イ
・失われる面積以上のみどりを確保すること
などできるのか。

・みどり３０計画を推進し、区のみどりを残して
ほしい。

ウ ・地下水脈への影響が危惧される。

　地下水への影響は、環境影
響評価の結果からは、保全対
策を施すことにより小さいとさ
れています。

　（２）自然環境について　<３９>

○　Ｐ３　２（２）（ア）
～（エ）

　各段階において、適正な措
置が講じられているかを検証
するための組織の設置を求
め、その中で必要な対応を
行ってまいります。

◎　Ｐ７　２（７）（コ）

　失われるみどりの確保につ
いては、区の施策を踏まえ、
量・質とも同等以上が確保でき
るよう強く求めます。青梅街道
のけやき並木については、影
響が出ると認識しております。Ｉ
Ｃ周辺での緑化や少しでも伐
採本数が少なくできないかな
ど、必要な検討を要望してまい
ります。

　八の釜の湧水、憩いの森に
ついては、区としての貴重な財
産である。専門家等による調
査・検討を行った上で、やむを
得ず消失が避けられない場合
については、具体的な対応策
について、区民の皆様とも調
整を行い地元の意見を反映し
た内容とすることを求めてまい
ります。
　
以上について、適正な措置が
講じられているかを検証する
ための組織の設置を求めてま
いります。
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

・地下水対策は地下水流動保全工法以外の
ものはあるのか。

エ ・地盤沈下を起こすことが予想される。

ア
・交通集中によるデメリットが広範囲にわた
る。

・ＩＣは車を呼び込み、逆に交通混雑するので
はないか。

・誘発交通を考えているのか。

・ハーフの際の東名方面に向かう車の迂回
路、交通量の変化はどのようなものか。

イ
・道幅の確保や歩道の整備など先にやること
があるだろう。

ウ
・首都高１０号線を整備する方が効果が大き
いのではないか。

エ
・外環の新規出口の接続に伴い、関越道の
交通対策についての対応が必要である。

◎　Ｐ４　２（３）（エ）

ア ・40年後の安全性が懸念される。

イ
・国交省の過去の実績からも本線の安全性
が確保されたとは言えない。

・事故対策を含めた危機管理について具体性
が無い。

・出口部分の安全性が確保されていない。

　地下水流動保全工法につい
ては、施工事例の検証などを
行い、実施に向けた検討を要
望します。

　地盤沈下については、環境
影響評価から影響が小さいと
されておりますが、十分な監視
と変化に伴う迅速な対応を求
めます。

　外環整備に伴う細かな車の
流れの変化については、今後
対応を求めてまいります。

　適切な設計に基づき、安全
性の確保が図られると認識し
ております。

　（４）安全・安心対策について　<１５>

○　Ｐ４　２（３）（イ）

　外環は、大泉周辺の交通問
題の抜本的な解決のためにも
必要と考えております。一般道
の整備についても並行して行
う必要があると考えておりま
す。

○　Ｐ３　２（２）（ア）
～（エ）

○　Ｐ４　２（３）
　　　　　（ア）（イ）

　ＩＣ設置における誘発交通は
一定量はあるものの、適切な
位置にＩＣが無いと、特定のＩＣ
に交通が集中し、過度の交通
負担を負うと考えており、練馬
区では両ＩＣの設置を要望して
おります。

　（３）交通対策について　<１５>

　国の作成資料における、将
来交通量推計において、考慮
可能なものは折り込まれてお
ります。

　必要と考えており、対策につ
いて要望してまいります。

　外環、首都高１０号線どちら
についても必要と考えておりま
す。

　現段階においては、「大深度
トンネル技術検討委員会」によ
り事故等への対応について必
要な検討がなされていると認
識しております。今後も各段階
で十分な検討や対策を講じる
よう求めてまいります。

〇　Ｐ４　２（３）（ウ）

○　Ｐ５
　　　２（４）（ア）（イ）
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

ウ
・桃井第四小等の子供たちの安全を考えてい
るのか。

・通学路の安全確保が必要である。

・周辺地域の小中学校においても交通対策が
必要である。

◎　Ｐ５　２（４）（ウ）

エ
・工事期間における騒音・交通混雑等、区民
への影響は計り知れない。

ア ・商店街・住宅地における環境破壊である。

・住みやすい環境が整っているところを壊され
てはたまらない。

・自分たちが築き上げてきた生活基盤を崩さ
れたくない。

エ
・上石神井のまちづくりは駅を誰もがアクセス
できるようすることが有効。

・上石神井駅前は街が分断されるのに、よい
まちづくりなどできるのか。

・上石神井から青梅街道の風景を壊さないで
ほしい。

・上石神井のまちづくりはもっと早く行うべき
だった。

・上石神井駅前開発は必要だが、道路をつく
る意味はない。

・上石神井駅前まちづくりは外環とは別で考
えるべき。

・西武新宿線の立体交差、駅前整備は外環
の２と切り離して考えるべき。

ア ・住居移転したくない。

・移転させられる当事者に対し、不安面につ
いて答えていない。

ウ ・金銭的な余裕がなく、引越しができない。

・地価が下落する中、住民への補償が十分に
行われるとは思えない。

　児童や生徒の安全を確保す
るため通学上の安全等に配慮
するよう求めてまいります。

〇　Ｐ５　２（４）（ウ）

〇　Ｐ５　２（４）（エ）

　周辺地域の安全対策につい
て記載しました。

　権利者の方々には各段階に
おいて適切かつ丁寧な説明を
行うとともに関係住民の方々
の生活再建を支援するよう求
めてまいります。

　青梅街道ＩＣを設置すること
は、外環本来の機能発揮、大
泉周辺の交通渋滞の解消の
ために必要と考えます。懸念と
される事項については、条件
を付し、結果について検証を
行ってまいります。また地元が
進めるまちづくりについても事
業者の全面的な協力を求めま
す。

　外環計画により進まなかった
上石神井駅周辺については、
計画の具体化が図られること
により、検討ができる状況に
なってきたものと捉えておりま
す。今回の変更案に盛込まれ
ていない外環の２についても、
一定の方向性を示すよう東京
都へ要請いたします。まちづく
りに関わる課題を考える上で
は、外環の２について整理す
る必要があると考えておりま
す。

　工事による影響については、
十分な配慮が必要であると認
識しており、工事車両の通行
に伴う安全性や騒音等の条件
を求めてまいります。

　（５）まちづくりについて　<１１>

　（６）権利者への対応について　<１３>

○　Ｐ６
　　　２（６）（ア）（ウ）
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区分および意見概要
【<　>内は意見数】

区の見解

　　区の意見案
　　 への反映
　◎・・追加・修正
　〇・・既記載済

エ
・国等の財政破綻が懸念される中税金の無
駄遣いである。

・増税が懸念されるため。 ○　Ｐ７　２（７）（エ）

・他の事業に金を使うべきである。

・工期の短縮は手抜き工事や構造上の問題
が懸念される。

キ
・現時点で外環の２の問題点も明確にしておく
必要がある。

・外環の２が石神井公園にどのような影響を
与えるのか。

・外環の２は消滅するべきであり、変更案に
外環の２が含まれていないのはおかしい。

・大深度地下利用のはずが、いつの間にか南
北道路の話が出てきた。

・外環の２ができると混雑が進む。

・外環の２とは切り離せないことから、外環の
２が不明確のままでは、認められない。

・区長意見の確実な対応は、努力項目とすべ
きではない。

ケ 外環計画に対する周知が足りない。 ◎　Ｐ７　２（７）（ケ）

　外環の２は今回の都市計画
変更案の対象とはなっておら
ず、東京都による必要性の検
討も十分になされていません。
今後、十分な検討が行われる
と認識しています。

○　Ｐ７　２（７）（エ）

　工事方法等の十分な検討を
行い、安全性の確保を大前提
とした工期の短縮を求めてい
きます。

　確実に対応することを求めて
おります。

　周知に対して要請するととも
に、区としても対応してまいり
ます。

　外環の整備には多大な費用
がかかりますが、区の交通問
題の抜本的な解消のため、早
期整備が必要と考えます。同
時に、工費などについては、効
果的な執行を求めてまいりま
す。

　（７）その他　<２５>
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